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2019年７月23日（火）

愛知県教育委員会高等学校教育課

進路指導グループ

担当 川手・大谷・前田・尾﨑・櫛田

内線 3900・3906

ダイヤルイン 052-954-6786

愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議（令和元年度第２回）

の結果について

愛知県教育委員会では、本日、愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議（令和元年

度第２回）を開催し、教育長からの諮問事項についてまとめを得たので、お知らせします。

１ 日時

2019年７月23日（火） 午前10時から午前11時30分まで

２ 会場

愛知県庁本庁舎 ６階 正庁

３ 議長

名古屋大学大学院教育発達科学研究科名誉教授 村 上 隆 氏
むら かみ たかし

４ 会議の内容

愛知県公立高等学校入学者選抜方法について

〔諮問事項〕

外国人生徒等にかかる入学者選抜について

〔まとめ〕

全日制課程における外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜につ

いては、定員枠を「若干名」から「募集人員の５％程度まで」に改め、出願資

格に「入国後の在日期間が６年以内の者」という基準を加える。

また、定時制課程における外国人生徒等にかかる受検上の配慮については、

前期選抜に加えて、後期選抜においても行う。

いずれも、実施時期は令和２年度入学者選抜からとする。

※ 詳細については、２ページ以降に掲載しました。
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愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議（令和元年度第２回）について

本年度の諮問事項について、以下のとおりまとめが得られた。

○ 諮問事項

外国人生徒等にかかる入学者選抜について

<諮問理由>

今日、外国人労働者とその家族など国内に居住する外国人は増加しつつある。この

４月には改正出入国管理法が施行され、全国でも有数の在留外国人を有する本県にお

いても、その傾向が一層高まることが予想される。

こうした中、本県では、従来から外国人生徒等の高等学校受検に配慮した入学者選

抜制度を設けており、全日制課程では、特別選抜「外国人生徒及び中国帰国生徒等に

かかる入学者選抜」を実施するとともに、定時制課程前期選抜では、基礎学力検査の

漢字にルビを振る、面接は個人面接とする、などの対応をしてきた。

今後、外国人生徒等の増加が予想されることから、これまで以上に公立高等学校を

受検しやすい環境を整えていくために、入学者選抜制度を検討していく必要がある。

○ まとめ

外国人生徒等にかかる入学者選抜については、次のとおりとする。

１ 全日制課程における外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜に

ついて

(1) 定員枠は、「若干名」を改め、「募集人員の５％程度まで」とする。

(2) 出願資格に「入国後の在日期間が６年以内の者」という基準を加え、日

本の小中学校に編入学していない者にも出願資格を与える。

(3) その他の事項は、現行のとおりとする。

(4) 実施時期は、令和２年度入学者選抜からとする。

２ 定時制課程における外国人生徒等にかかる受検上の配慮について

(1) 前期選抜に加えて、後期選抜においても行う。

(2) その他の事項は、現行のとおりとする。

(3) 実施時期は、令和２年度入学者選抜からとする。
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◇ 解説

１ 今日、外国人労働者とその家族など国内に居住する外国人は増加しつつある。この

４月１日から改正出入国管理法が施行され、全国でも有数の在留外国人を有する本県

においても、その傾向が一層高まることが予想される。

また、４月17日に行われた中央教育審議会に対する文部科学大臣の諮問では、増加

する外国人児童生徒等の就学機会の確保などが検討課題として掲げられた。

２ 本県では、従来から外国人生徒等の高等学校受検に配慮した入学者選抜制度を設け

ており、全日制課程においては、外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜

（以下「外国人生徒等選抜」という。）を実施するとともに、定時制課程では、前期

選抜において基礎学力検査の漢字にルビを振り、面接は個人面接とするなどの対応を

している。

しかし、社会状況の変化を踏まえ、外国人生徒等がこれまで以上に公立高等学校を

受検しやすい環境を整えていく必要があると考え、慎重に検討を行った。

３ 全日制課程の外国人生徒等選抜における定員枠については、現行の「若干名」とい

う表記が、定員枠が狭く合格することが難しいという印象を与えており、同選抜には

出願しにくいという声もあったことから、「募集人員の５％程度まで」と改めること

で、出願のしやすさに配慮することとした。

なお、５％という割合は、同選抜におけるこれまでの合格実績などを考慮して設定

した。

４ 同選抜の出願資格については、現行では、小学校第４学年以上の学年に編入学して

いることを条件の一つとしている。しかし、海外において学校教育の９年の課程を修

了して来日し、日本の小中学校に編入学していない者（以下「海外現地校出身者」と

いう。）の中にも、全日制課程の高等学校への入学を希望する者が一定数存在すると

考えられることから、定時制課程における外国人生徒等に対する受検上の配慮と同様、

「入国後の在日期間が６年以内の者」という基準を加えることで、海外現地校出身者

にも出願資格を認めることとした。

５ 定時制課程では、平成29年度入学者選抜から前期選抜においてのみ、基礎学力検査

の漢字にルビを振るなどの外国人生徒等に対する受検上の配慮を行っている。しかし

実際には、後期選抜においても、当初見込まれた以上の外国人生徒等が受検している

ことや、今後さらにニーズが高まることも考えられるため、後期選抜においても外国

人生徒等に対する受検上の配慮を行うこととした。

６ 上記のほかは、全日制課程の外国人生徒等選抜、定時制課程の外国人生徒等に対す

る受検上の配慮ともに、学力検査問題の漢字にルビを振ることや、面接は個人面接と

することを始め、現行のとおりとした。

７ 上記の変更を実施する時期については、全日制課程、定時制課程ともに速やかな改

善を図るため、来春の令和２年度入学者選抜からとした。
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【参考１】全日制課程における外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜に
ついて（「平成31年度愛知県公立高等学校入学者選抜実施要項」より抜粋）

愛知県立名古屋南高等学校普通科、愛知県立小牧高等学校普通科、愛知県立東浦
高等学校普通科、愛知県立衣台高等学校普通科、愛知県立安城南高等学校普通科、
愛知県立豊橋西高等学校普通科、愛知県立豊田工業高等学校工業科、愛知県立豊川
工業高等学校工業科及び愛知県立中川商業高等学校商業科において、各高等学校・
学科の募集人員の一部を定員として、外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学
者選抜（以下「外国人生徒等選抜」という。）を実施する。

定員は、若干名とする。

１ 出 願
(1) 出願資格

外国人生徒等選抜に出願することのできる者は、「Ⅰ 一般選抜及び推薦選
抜」の「第２ 一般選抜への出願」の「１ 出願資格」に示す出願資格を有
し、かつ、次のア及びイのいずれにも該当する者とする。
ア 外国籍を有する者又は保護者が中国等引揚者である者など特別な事情が

あると認められる者
なお、引揚者とは、昭和20年９月２日以前から引き続き中国等に居住し

ていた者等で、その後永住の目的をもって帰国した者をいう。
イ 小学校第４学年以上の学年に編入学した者又は第３学年以下の学年に編

入学し、特別な事情があると認められる者
（中略）

２ 学力検査
(1) 愛知県教育委員会において作成する問題によって、入学志願者全員に対し、

学力検査を行う。
(2) 外国人生徒等選抜の学力検査については、国語、数学及び外国語（英語）

の基礎的な内容とし、一般選抜の学力検査とは別に行う。
なお、問題の漢字にはルビを付し、外国語（英語）の聞き取り検査は行わ

ない。
（中略）

３ 面 接
(1) 入学志願者全員に対し、面接を行う。

なお、外国人生徒等選抜の面接は、個人面接とする。ただし、一般選抜の
面接を兼ねることとする。

（後略）

Ⅰ 一般選抜及び推薦選抜
第２ 一般選抜への出願
１ 出願資格

各高等学校・学科の一般選抜に出願することのできる者は、次の(1)から
(3)までのいずれかに該当し、かつ、(4)に該当する者とする。

(1) 中学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者（以下
「中学校卒業者」という。）

(2) 平成31年３月に中学校を卒業する見込みの者又は中等教育学校の前期
課程を修了する見込みの者（以下「中学校卒業見込者」という。）

(3) 学校教育法施行規則第95条各号のいずれかに該当する者
ただし、同条第１号又は第２号に該当する者については、平成31年３

月に修了する見込みの者を含むものとする。
(4) 原則として保護者とともに県内に住所を有する者
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【参考２】定時制課程における外国人生徒等にかかる受検上の配慮について
（「平成31年度愛知県公立高等学校入学者選抜実施要項」より抜粋）

第６ 外国人生徒等にかかる受検上の配慮
１ 高等学校長は、前期選抜において、出身中学校長等から「外国人生徒等にか
かる受検上の配慮に関する申請書」が提出された入学志願者について、次の措
置を取る。
(1) 基礎学力検査については、漢字にルビを付した問題によって行う。
(2) 面接については、外国人生徒等の事情に配慮しつつ、個人面接を行う。

２ 上記申請書を提出することのできる者は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当
する者とする。

(1) 外国籍を有する者又は保護者が外国籍を有するなど特別な事情があると認
められる者

(2) 小学校第４学年以上の学年に編入学した者若しくは第３学年以下の学年に
編入学し、特別な事情があると認められる者又は入国後の在日期間が６年以
内の者
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愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議開催要綱

第１ 趣 旨

愛知県公立高等学校入学者選抜方法について研究協議をするため、愛知県

公立高等学校入学者選抜方法協議会議（以下会議という。）を随時開催する。

第２ 構 成

会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 学識経験者、一般有識者

(2) 公立高等学校の校長及び教諭

(3) 市町村立小中学校の校長及び教諭

(4) 市町村教育委員会関係者

(5) ＰＴＡ関係者

第３ 議長及び副議長

(1) 会議には議長及び副議長をおく。

(2) 議長及び副議長は、委員のうちから互選する。

(3) 議長は会議を主宰する。

(4) 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

第４ 会議の招集

会議は県教育委員会教育長が招集する。

第５ 幹 事

会議には幹事をおく。幹事は会議の事務について委員を助ける。

第６ 専 門 員

会議には、専門の事項を調査する必要があるときは専門員をおくことがで

きる。

第７ 意見聴取

会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聞

くことができる。

第８ 会議の公開

会議は、議長の判断により、会議の一部又は全部を公開しないことができ

る。会議を公開する際の傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第９ 会 議 録

会議は、会議録を作成し、その保存期間は５年間とする。

第10 雑 則

この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は県教育委員

会教育長が定める。

附 則

この要綱は、昭和４８年５月１１日から実施する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月２６日から実施する。

附 則

この要綱は、平成２６年４月２５日から実施する。

附 則

この要綱は、平成２７年４月２８日から実施する。
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令和元年度愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議

委 員 名 簿 （順不同・敬称略）

名古屋大学大学院教育発達科学研究科名誉教授（議長）村 上 隆
むら かみ たかし

愛知教育大学教育学部教授（副議長） 土 屋 武 志
つち や たけ し

名古屋学芸大学ヒューマンケア学部教授 佐 藤 洋 一
さ とう よう いち

名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授 石 井 秀 宗
いし い ひで とき

学校法人愛知享栄学園理事長 長谷川 信 孝
は せ がわ のぶ たか

トヨタ自動車株式会社人事部労政室計画グループ長 鬼 村 洋 平
き むら よう へい

名古屋銀行人材開発部人事グループ副業務役 川 田 絵 里
かわ た え り

愛知県地域婦人団体連絡協議会長 河 野 ともえ
こう の

愛知県公立高等学校ＰＴＡ連合会長 堀 場 文 彰
ほり ば ふみ あき

愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会長 伊 藤 準
い とう じゆん

名古屋市教育委員会指導部長 安 藤 稔
あん どう みのる

大府市教育委員会教育長 宮 島 年 夫
みや じま とし お

みよし市教育委員会教育長 今 瀬 良 江
いま せ よし え

愛知県立明和高等学校長 荻 原 哲 哉
おぎ はら てつ や

愛知県立千種高等学校長 小 島 伸 之
こ じま のぶ ゆき

名古屋市立桜台高等学校長 松 浦 和 彦
まつ うら かず ひこ

愛知県立瑞陵高等学校長 嶋 田 麻知代
しま だ ま ち よ

碧南市立大浜小学校長 中 谷 眞 人
なか たに まこ と

名古屋市立丸の内中学校長 坂 野 幸 彦
ばん の ゆき ひこ

犬山市立犬山中学校長 勝 村 偉公朗
かつ むら い く ろう

名古屋市立昭和橋中学校長 加 藤 厚 司
か とう あつ し

愛知県立長久手高等学校教諭 鈴 村 紀代子
すず むら き よ こ

名古屋市立工業高等学校教諭 齋 藤 大 地
さい とう たい ち

岡崎市立矢作北中学校教諭 青 木 貴 之
あお き たか ゆき

名古屋市立道徳小学校教諭 横 山 大 樹
よこ やま ひろ き


